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燃料割増金

燃料割増金の料率は、米国におけるジェット燃料のスポット価格インデックスに基づいて、運送料金に対するパーセンテージとし

て算定され、毎月調整されます。(適用される料率および計算方法につきましては、fedex.com/jp をご覧ください。)

特別取扱料金

配達先住所の訂正／変更 1,200円

フェデックス・第三者荷受人・

インターナショナル・プライオリティ・サービス

1,200円（国際航空貨物運送状1通につき）

フェデックス・インターナショナル・

ブローカーセレクト（通関業者指定オプション）

1,200円（国際航空貨物運送状1通につき）または1キログラムあたり132円（いずれか高い方）

土曜集荷料 1,250円（国際航空貨物運送状1通につき）

土曜配達料 1,250円（国際航空貨物運送状1通につき）

*地域外集荷料 フェデックス·エンベロープ

フェデックス·パック

フェデックス·インターナショナル･プライオリティ(IP)、

フェデックス·インターナショナル･エコノミー(IE)

600円(国際航空貨物運送状1通につき)

1,100円(国際航空貨物運送状1通につき)

1,100円(国際航空貨物運送状1通につき)または

1キログラムあたり50円(いずれか高い方)

*地域外配達料 フェデックス·エンベロープ

フェデックス·パック

フェデックス·インターナショナル･プライオリティ(IP)、

フェデックス·インターナショナル･エコノミー(IE)

600円(国際航空貨物運送状1通につき)

1,100円(国際航空貨物運送状1通につき)

1,100円(国際航空貨物運送状1通につき)または

1キログラムあたり50円(いずれか高い方)

*フェデックスは、自社集配サービス地域外（集荷地域外および配達地域外）における集荷および配達について、特別取扱料金をご請求させていただきます。ただし、フ

ェデックス10kg･25kgボックスには地域外集荷料および地域外配達料は適用されません。

個人宅向け配達料 フェデックス・インターナショナル・プライオリティ・サービスおよびフェデックス・インターナショナル・エコノミー・サービ

スについては、国際航空貨物運送状1通につき260円、フェデックス・インターナショナル・プライオリティ・フレイト・サービス

およびフェデックス・インターナショナル・エコノミー・フレイト・サービスについては、国際航空貨物運送状1通につき11,000

円（仕向地がアメリカおよびカナダの場合にのみ適用されます）。ただし、貨物に地域外配達料が適用される場合、個人宅向け配

達料は適用されません。

危険品（アクセシブル）特別取扱料金 10,000円または1キログラムあたり200円（いずれか高い方）

危険品（インアクセシブル）特別取扱料金 10,000円

ドライアイス取扱料金

（2012年1月23日より適用）

500円（国際航空貨物運送状1通につき）。貨物にドライアイスと危険品（アクセシブルまたはインアクセシブル）の両方が含まれ

る場合、危険品特別取扱料金のみが課せられます。ドライアイス取扱料金は適用されません。

関税その他税金についての特別取扱手数料 貨物に関税その他税金が発生し、支払者のために当社が立替払いをした場合、当該支払者は関税その他の税金に加え、仕向地によ

り定められた、所定の関税その他税金についての特別取扱手数料を支払うものとします。詳しくはカスタマーサービスまでお問い

合わせください。

従価料金 貨物の減失、毀損または遅延に対する当社の賠償責任は、貨物1件あたり100米ドルまたは重量1キログラムあたり20米ドルのいず

れか大きい金額に制限されます。正確な制限は特別引出権（SDR）または現地通貨で表示され、正確な金額は発地国および通貨に

よって異なります。お客様が当社の賠償責任限度額を超える価額の賠償を希望する場合、お客様は国際航空貨物運送状に貨物の総

運送申告価額を申告し、かつ従価料金をお支払いいただかなければなりません。日本における輸出および輸入（インポートワン）

の従価料金は、貨物の総運送申告価額が、(i) 12,500円 または (ii) 1ポンドあたり1,375円のいずれか大きい方を超えた価額につい

て12,500円ごとに50円 （端数切り上げ）になります。なお、貨物の種類によって、以下の貨物の総運送申告価額の上限が適用さ

れます。詳しくはカスタマーサービスまでお問い合わせください。

貨物の総運送申告価額の上限（仕向地によって異なります）

フェデックス·エンベロープ、フェデックス·パック

フェデックス·インターナショナル·プライオリティ（IP）、

フェデックス·インターナショナル·エコノミー（IE）

フェデックス·インターナショナル·プライオリティ·フレイト（IPF）、

フェデックス·インターナショナル·エコノミー·フレイト（IEF）

芸術・美術品、アンティーク、ガラス製品、宝飾品、貴金属、毛皮などの

特別価額品を含む貨物

100米ドル(または現地通貨の同額)

50,000米ドル(または現地通貨の同額)

100,000米ドル(または現地通貨の同額)

1,000米ドルまたは1キログラムあたり20米ドル

（いずれか高い方）

重量について

貨物1件あたりの総重量に上限はありません。パッケージごとの重量の上限は変更される場合があります。詳しくはカスタマーサー

ビスまでお問い合わせください。　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　

運送料金は国際航空貨物運送状1通でお預かりする総重量により計算されます。グラムに端数が出た場合は切り上げとなります。端

数処理により寸法重量（容積重量）の計算に誤差が生じる場合があります。フェデックスの請求金額を正規の運送料金とさせてい

ただきます。

かさの大きい貨物に対しては実重量のかわりに寸法重量（容積重量）が適用されることがあります。算出方法は以下の通りです。

詳しくはカスタマーサービスまでお問い合わせください。

　　　 長さx幅x高さ(cmまたはinch)

　　　 5,000(cm) または 305(inch)
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ご利用上の注意事項

• この料金表に提示の運送料金は、日本でご登録の有効なフェデックス・アカウント・ナンバーを使用して日本国内で料金をお支払いいただくお客様のみに適用されます。

• この料金表に提示された運送料金、特別取扱料金および割引は、予告なく随時変更、修正、終了される場合があります。

• お客様の貨物には、運送料金表に記載されている料金に加え、上記の燃料割増金およびその他の特別取扱料金が課せられる場合があります。フェデックスに貨物を委託されることによ

り、フェデックスが定めた額の燃料割増金およびその他の特別取扱料金のお支払いに同意されたものとみなされます。

• お客様の貨物には、フェデックス・インターナショナル・ディスカウント・プログラム契約書（適用ある場合）、国際航空貨物運送状の約款、フェデックス・サービスガイド、国際サー

ビス規約、および発地国で有効なフェデックスの運送約款に定められた契約条件が適用されます。上記の燃料割増金、特別取扱料金、およびその他重要事項についてご確認ください。契

約条件に関する詳しい情報につきましては、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

• 輸入（フェデックス・インポートワン）サービスのご利用につきまして、土曜集荷料の適用は、発送元の国・地域で土曜日が営業日であるかどうかによって異なる場合があります。詳し

くはカスタマーサービスまでお問い合わせください。

フェデックス　カスタマーサービス

0120-003200（043-298-1919）

fedex.com/jp
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